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第７章 安全・安心な暮らしの確保 

 

 

高齢になっても、住み慣れた地域で安心して安全に暮らしていくこ

とは、県民共通の願いです。 

このため、高齢者や家族への相談体制の充実や権利擁護事業、虐待

防止対策を推進するほか、日常生活の安全が確保されるよう、交通安

全や防災対策、消費者被害対策等の取組を推進します。 

 

1 相談体制の充実 

  

2 権利擁護事業の推進 

  

3 高齢者虐待防止対策の推進 

  

4 日常生活の安全対策 

  

(1) 消費者被害対策 

(2) 交通安全対策 

(3) 防災対策 

        

４ 生活支援の担い手 

 

● 家事支援や配食、高齢者サロンの開設などの生活支援サービスが、行政や社会福祉協議会の他、

ＮＰＯやボランティア、民間企業などの多様な主体により、地域の住民を対象として重層的に提

供されることが期待されています。 

 

● 生活支援サービスの提供者として、ＮＰＯ、ボランティア、民間企業等の活躍が期待されます

が、これらの団体は、各々の目的に従ってサービスを提供していることが多いため、支援ニーズ

とサービス活動のマッチングを図る必要があります。 

 

 

 

● 市町は、生活支援の担い手として、地域住民や元気な高齢者を含めた住民主体の活動や、ＮＰＯ、

ボランティア、民間企業等の地域資源を発掘・育成するとともに、これらの多様な主体による多

様なサービスの提供体制を構築します。 

 

● 市町において行う地域の資源育成や多様なサービス提供体制の構築に対し、先進事例の紹介を

行うとともに、定期的な情報共有や連携強化を図るための機会を設けるなどの支援を行います。 

 

● 生活支援サービスの提供体制の整備を促進するため、資源開発やネットワーク構築、地域の支

援ニーズとサービス活動のマッチング等に関する研修を実施し、生活支援コーディネーターを養

成します。 

 

５ 医療と介護の連携推進のための人材 

 

● 在宅医療と介護の連携に関しては、郡市医師会の協力や在宅医療推進支援センターの取組を通

じ、関係者の連携、相互の分野の理解促進に取り組んできました。今後は、市町等身近な地域ご

とに、積極的に連携を担う地域リーダーの育成を進める必要があります。 

 

 

 

● 在宅医療・介護に係る多職種協働を促進するため、地域においてリーダーとなる人材の育成に

努めます。 

 

● 住民に最も身近な市町が、それぞれの地域の特性を十分に活かしながら、地域包括ケアシステ

ムの構築に取り組めるよう、市町において中心的役割を担うリーダーや実務担当者を養成します。 

施策の方向 

施策の方向 

現状と課題 

現状と課題 



88　 ●はつらつプラン 21（七期計画）

第Ⅱ部

　
各
　
論

安
全

・
安
心
な
暮
ら
し
の
確
保

第７章

        

２ 権利擁護事業の推進 

 

 

● 判断能力に不安のある高齢者等が、権利擁護に係る事業や制度を円滑に利用できるよう、周知

及び利用促進を図っていく必要があります。 

 

 

 

● 認知症などにより判断能力が不十分な高齢者等を法律面や生活面で保護・支援する成年後見制

度の周知を図るとともに、市町における「市民後見人養成事業」に対する支援や市町社会福祉協

議会が実施する「法人後見事業」に対する支援を関係機関と連携して進めるなど、成年後見制度

の利用を促進するための体制整備を進めます。 

 

● 国において策定された「成年後見制度利用促進基本計画」に基づく市町の取組を支援するとと

もに、制度利用に当たってその費用を負担することが困難な方に対して、申立費用や後見人等の

報酬の助成を行う「成年後見制度利用支援事業」の周知を図ります。 

 

● 判断能力が一定程度あっても十分でない高齢者等が地域で自立した生活を送れるよう、とちぎ

権利擁護センター“あすてらす”が行う「日常生活自立支援事業（福祉サービスの利用や金銭管

理等の援助、預金通帳・印鑑等の預かり等）」の利用促進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 高齢者虐待防止対策の推進 

 

 

● 高齢者虐待防止法の趣旨や相談窓口の周知は進んでいますが、今後、高齢者がますます増加す

ることから、高齢者虐待の未然防止や早期発見・早期対応を促進するため、引き続き、県民に広

く普及啓発を行うとともに、地域におけるネットワークの構築を支援していく必要があります。 

 

 

現状と課題 

現状と課題 

施策の方向 

ひと口メモ <成年後見制度とは？> 

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理し

たり，身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協

議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 

また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれも

あります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。 

                                                ～法務省ホームページより～ 

        

１ 相談体制の充実 

 

 

● 地域包括支援センターは、地域の身近な相談窓口として、高齢者及びその家族等からの各種相

談に適切に対応することが求められています。 

 

● 認知症の方やその家族が抱える各種の心配ごとや悩みごとが複雑・多様化してきている現状を

踏まえ、各種相談窓口の充実と相互の連携が求められています。 

 

● 市町には、「地域共生社会」の実現に向け、複合化・複雑した課題を確実に受け止め、多機関

との連携・協働により的確に対応することができる、包括的な相談支援体制づくりが求められて

います。 

 

 

 

● 地域包括支援センターの職員の資質向上のための研修を充実し、その資質向上を図り、各種相

談への対応能力の向上に努めます。 
 

● 認知症の方やその家族に対して、認知症の知識や介護技術の面だけでなく、精神面も含めた支

援ができる認知症介護の専門家や経験者等が対応する電話相談事業を実施します。 

  また、若年性認知症の方やその家族を対象とした相談窓口を設置し、自立支援に関わる関係者

ネットワークの調整を行うことにより、居場所づくりや就労・社会参加支援等を推進します。 

 
● 地域共生社会の実現に向け、包括的な相談支援体制の中核を担う人材育成や多様な機関・職種

のネットワーク化等の取組を通じて、市町が主体となった包括的な相談支援体制づくりを促進し

ます。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

施策の方向 
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２ 権利擁護事業の推進 

 

 

● 判断能力に不安のある高齢者等が、権利擁護に係る事業や制度を円滑に利用できるよう、周知

及び利用促進を図っていく必要があります。 

 

 

 

● 認知症などにより判断能力が不十分な高齢者等を法律面や生活面で保護・支援する成年後見制

度の周知を図るとともに、市町における「市民後見人養成事業」に対する支援や市町社会福祉協

議会が実施する「法人後見事業」に対する支援を関係機関と連携して進めるなど、成年後見制度

の利用を促進するための体制整備を進めます。 

 

● 国において策定された「成年後見制度利用促進基本計画」に基づく市町の取組を支援するとと

もに、制度利用に当たってその費用を負担することが困難な方に対して、申立費用や後見人等の

報酬の助成を行う「成年後見制度利用支援事業」の周知を図ります。 

 

● 判断能力が一定程度あっても十分でない高齢者等が地域で自立した生活を送れるよう、とちぎ

権利擁護センター“あすてらす”が行う「日常生活自立支援事業（福祉サービスの利用や金銭管

理等の援助、預金通帳・印鑑等の預かり等）」の利用促進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 高齢者虐待防止対策の推進 

 

 

● 高齢者虐待防止法の趣旨や相談窓口の周知は進んでいますが、今後、高齢者がますます増加す

ることから、高齢者虐待の未然防止や早期発見・早期対応を促進するため、引き続き、県民に広

く普及啓発を行うとともに、地域におけるネットワークの構築を支援していく必要があります。 

 

 

現状と課題 

現状と課題 

施策の方向 

ひと口メモ <成年後見制度とは？> 

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理し

たり，身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協

議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 

また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれも

あります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。 

                                                ～法務省ホームページより～ 

        

１ 相談体制の充実 

 

 

● 地域包括支援センターは、地域の身近な相談窓口として、高齢者及びその家族等からの各種相

談に適切に対応することが求められています。 

 

● 認知症の方やその家族が抱える各種の心配ごとや悩みごとが複雑・多様化してきている現状を

踏まえ、各種相談窓口の充実と相互の連携が求められています。 

 

● 市町には、「地域共生社会」の実現に向け、複合化・複雑した課題を確実に受け止め、多機関

との連携・協働により的確に対応することができる、包括的な相談支援体制づくりが求められて

います。 

 

 

 

● 地域包括支援センターの職員の資質向上のための研修を充実し、その資質向上を図り、各種相

談への対応能力の向上に努めます。 
 

● 認知症の方やその家族に対して、認知症の知識や介護技術の面だけでなく、精神面も含めた支

援ができる認知症介護の専門家や経験者等が対応する電話相談事業を実施します。 

  また、若年性認知症の方やその家族を対象とした相談窓口を設置し、自立支援に関わる関係者

ネットワークの調整を行うことにより、居場所づくりや就労・社会参加支援等を推進します。 

 
● 地域共生社会の実現に向け、包括的な相談支援体制の中核を担う人材育成や多様な機関・職種

のネットワーク化等の取組を通じて、市町が主体となった包括的な相談支援体制づくりを促進し

ます。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

施策の方向 
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 家庭内における養護者による高齢者虐待への対応手順 

 

 

４ 日常生活の安全対策 

(1) 消費者被害対策 

 

 

● 近年、単独もしくは夫婦だけで暮らす高齢者世帯が増える中にあって、高齢者を狙った消費者

トラブルが後を絶たず、消費生活センターに寄せられる苦情相談は、全体の約 35％程度の比率で

推移しています。 

 

● 一人暮らしや日中一人で過ごすことも多いことから、訪問販売や電話勧誘販売などに関する消

費者トラブルに遭遇する機会も多く、また、過去に被害に遭った高齢者が狙われ、再度被害に

遭ってしまうケースもあります。 

 

 

現状と課題 

        

● 高齢者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた高齢者や養護者に対する適切な支援を行うため、

市町及び地域包括支援センターの職員の虐待対応に係る実践力向上を支援していく必要があり

ます。 

 

● 高齢者施設・事業所における高齢者虐待の未然防止や早期発見・早期対応を図るため、施設等

の職員の人権意識の一層の高揚に取り組むとともに、高齢者施設等における虐待防止体制を強化

して行く必要があります。 
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● 引き続き、市町における高齢者虐待防止ネットワークの構築を支援するとともに、広域健康福

祉センターごとに管内処遇困難事例の検討等を実施します。 

 

● 高齢者虐待防止啓発リーフレットの配布等により、幅広い啓発活動を実施します。 

 

● 市町及び地域包括支援センター職員の虐待対応力の向上を図るため、引き続き、(一社)栃木県

社会福祉士会との共催による「高齢者虐待対応（初級・フォローアップ）研修」を実施していき

ます。 

 

● 高齢者施設等の管理者をはじめ、介護・看護職員等に対し、高齢者虐待防止法の周知を図ると

ともに、身体拘束廃止のための研修等を実施します。また、高齢者施設等に対して、虐待防止委

員会の運営状況を確認するなどの必要な指導を行います。 

 

 

施策の方向 
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 家庭内における養護者による高齢者虐待への対応手順 

 

 

４ 日常生活の安全対策 

(1) 消費者被害対策 

 

 

● 近年、単独もしくは夫婦だけで暮らす高齢者世帯が増える中にあって、高齢者を狙った消費者

トラブルが後を絶たず、消費生活センターに寄せられる苦情相談は、全体の約 35％程度の比率で

推移しています。 

 

● 一人暮らしや日中一人で過ごすことも多いことから、訪問販売や電話勧誘販売などに関する消

費者トラブルに遭遇する機会も多く、また、過去に被害に遭った高齢者が狙われ、再度被害に

遭ってしまうケースもあります。 

 

 

現状と課題 

        

● 高齢者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた高齢者や養護者に対する適切な支援を行うため、

市町及び地域包括支援センターの職員の虐待対応に係る実践力向上を支援していく必要があり

ます。 

 

● 高齢者施設・事業所における高齢者虐待の未然防止や早期発見・早期対応を図るため、施設等

の職員の人権意識の一層の高揚に取り組むとともに、高齢者施設等における虐待防止体制を強化

して行く必要があります。 
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● 引き続き、市町における高齢者虐待防止ネットワークの構築を支援するとともに、広域健康福

祉センターごとに管内処遇困難事例の検討等を実施します。 

 

● 高齢者虐待防止啓発リーフレットの配布等により、幅広い啓発活動を実施します。 

 

● 市町及び地域包括支援センター職員の虐待対応力の向上を図るため、引き続き、(一社)栃木県

社会福祉士会との共催による「高齢者虐待対応（初級・フォローアップ）研修」を実施していき

ます。 

 

● 高齢者施設等の管理者をはじめ、介護・看護職員等に対し、高齢者虐待防止法の周知を図ると

ともに、身体拘束廃止のための研修等を実施します。また、高齢者施設等に対して、虐待防止委

員会の運営状況を確認するなどの必要な指導を行います。 

 

 

施策の方向 
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(2) 交通安全対策 

 

 

● 高齢者の交通事故死者数は、近年減少傾向で推移している一方、交通事故死者総数に占める高

齢者の割合は、50％以上で推移しており、平成元（1989）年の 22.5％と比較して大幅にその割合

が増加しています。また、高齢者が加害者となる交通事故の発生割合も、年々増加傾向にありま

す。 

  

● 今後、超高齢社会の進展に伴い、高齢者が当事者となる交通事故の割合も一層増加することが

懸念されており、高齢者の交通安全に対する意識改革を図るための交通安全教育や啓発活動等を

さらに推進する必要があります。 

 

● 高齢ドライバーの増加に伴い、認知機能の低下が原因とみられ事故が多発していることから、

これまで行われていた運転免許更新時に 75 歳以上のドライバーに対して行われていた認知機能

検査に加え、平成 29（2017）年３月に改正道路交通法が施行され、75 歳以上のドライバーに対

して、一定の違反行為をした場合に臨時認知機能検査が義務づけられました。 

 

 

 

● 高齢者自身に加齢に伴う身体機能の変化を認識・理解してもらい、運転行動の改善を促すとと

もに、高齢者以外の県民にも、高齢者の行動特性を理解して交通ルールの遵守や正しい交通マナ

ーが実践されるよう、「参加・体験・実践型」の交通安全教育等を実施します。また、夜間の交

通事故防止に効果的な反射材用品についての理解・利用の促進を図ります。 

 

● 自転車も「車両」の仲間であることを理解してもらうとともに、交通ルールを守った運転の徹

底と利用時における自転車用ヘルメット着用の普及促進を図ります。 

 

● 高齢者保護意識の醸成を図るとともに高齢者自身の安全行動を促すため、各季の交通安全県民

総ぐるみ運動等を展開するほか、全ての運転者の安全意識を高めるため、高齢運転者標識の普及

と標識を取り付けた自動車の保護について、広報啓発を推進します。 

 

● 高齢者の交通事故を防止するため、市町や警察、関係機関・団体、老人クラブ等の高齢者団体

等と連携し、県民一人ひとりに交通安全意識の浸透を図るための施策を推進します。 

 

● 改正道路交通法の趣旨を踏まえ、（一社）栃木県医師会や警察本部等と連携を図り、研修の場

を活用するなど、地域における診断の受入れ体制の整備を促進するとともに、運転免許の自主返

納に関する県民への啓発や機運醸成に努めるほか、認知症の方や家族が必要な支援を受けられる

よう、市町や地域における支援策等の情報提供をします。 

 

 

 

 

現状と課題 

施策の方向 

        

● 高齢者本人が被害に遭っていることに気づかない、又は、被害に遭っても誰にも相談しないと

いう特徴があり、本人からではなく周囲の方からの相談により被害が表面化する傾向があります。 

 

● 高齢者の消費者被害を防止するためには、当事者に対する啓発活動に加え、家族や地域住民、 

福祉事業者や行政など地域社会全体で高齢者の見守り活動を行う体制を作るなど、高齢者の消費 

者被害対策が求められています。 

 

 

 

● 各市町に設置された高齢者見守りネットワークに市町消費生活センターが積極的に関与する

ことにより、消費者被害防止の観点から見守り活動が行われる体制づくりを支援し、高齢者と日

常接触する機会のある消費者団体や各事業者と連携し、事業活動中に消費者被害の観点から見守

りや消費生活センター等の相談窓口の周知が行われるよう取り組みます。 

 

● 消費者団体等と連携した消費者講座を開催し、寸劇やクイズ、分かりやすいパンフレットを使

って悪質商法の手口や対応方法等についての啓発を行うとともに、県、市町の消費生活センター

の役割や業務等を周知し、消費者被害の防止に努めます。 

 

● 悪質商法等の消費者被害に遭ってしまった方に対して、県、市町に設置された消費生活センタ

ーにおいて苦情相談に応じ、今後の対応方法等の助言を行うとともに、必要に応じて斡旋を行い、

解決に向けた支援を行います。 

  

● 国や市町、警察と連携し、特に悪質な事業者については、厳しく指導し、被害の拡大・再発を

防止します。 

 

「高齢者の消費者被害防止連携強化事業」のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 
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(2) 交通安全対策 

 

 

● 高齢者の交通事故死者数は、近年減少傾向で推移している一方、交通事故死者総数に占める高

齢者の割合は、50％以上で推移しており、平成元（1989）年の 22.5％と比較して大幅にその割合

が増加しています。また、高齢者が加害者となる交通事故の発生割合も、年々増加傾向にありま

す。 

  

● 今後、超高齢社会の進展に伴い、高齢者が当事者となる交通事故の割合も一層増加することが

懸念されており、高齢者の交通安全に対する意識改革を図るための交通安全教育や啓発活動等を

さらに推進する必要があります。 

 

● 高齢ドライバーの増加に伴い、認知機能の低下が原因とみられ事故が多発していることから、

これまで行われていた運転免許更新時に 75 歳以上のドライバーに対して行われていた認知機能

検査に加え、平成 29（2017）年３月に改正道路交通法が施行され、75 歳以上のドライバーに対

して、一定の違反行為をした場合に臨時認知機能検査が義務づけられました。 

 

 

 

● 高齢者自身に加齢に伴う身体機能の変化を認識・理解してもらい、運転行動の改善を促すとと

もに、高齢者以外の県民にも、高齢者の行動特性を理解して交通ルールの遵守や正しい交通マナ

ーが実践されるよう、「参加・体験・実践型」の交通安全教育等を実施します。また、夜間の交

通事故防止に効果的な反射材用品についての理解・利用の促進を図ります。 

 

● 自転車も「車両」の仲間であることを理解してもらうとともに、交通ルールを守った運転の徹

底と利用時における自転車用ヘルメット着用の普及促進を図ります。 

 

● 高齢者保護意識の醸成を図るとともに高齢者自身の安全行動を促すため、各季の交通安全県民

総ぐるみ運動等を展開するほか、全ての運転者の安全意識を高めるため、高齢運転者標識の普及

と標識を取り付けた自動車の保護について、広報啓発を推進します。 

 

● 高齢者の交通事故を防止するため、市町や警察、関係機関・団体、老人クラブ等の高齢者団体

等と連携し、県民一人ひとりに交通安全意識の浸透を図るための施策を推進します。 

 

● 改正道路交通法の趣旨を踏まえ、（一社）栃木県医師会や警察本部等と連携を図り、研修の場

を活用するなど、地域における診断の受入れ体制の整備を促進するとともに、運転免許の自主返

納に関する県民への啓発や機運醸成に努めるほか、認知症の方や家族が必要な支援を受けられる

よう、市町や地域における支援策等の情報提供をします。 

 

 

 

 

現状と課題 

施策の方向 

        

● 高齢者本人が被害に遭っていることに気づかない、又は、被害に遭っても誰にも相談しないと

いう特徴があり、本人からではなく周囲の方からの相談により被害が表面化する傾向があります。 

 

● 高齢者の消費者被害を防止するためには、当事者に対する啓発活動に加え、家族や地域住民、 

福祉事業者や行政など地域社会全体で高齢者の見守り活動を行う体制を作るなど、高齢者の消費 

者被害対策が求められています。 

 

 

 

● 各市町に設置された高齢者見守りネットワークに市町消費生活センターが積極的に関与する

ことにより、消費者被害防止の観点から見守り活動が行われる体制づくりを支援し、高齢者と日

常接触する機会のある消費者団体や各事業者と連携し、事業活動中に消費者被害の観点から見守

りや消費生活センター等の相談窓口の周知が行われるよう取り組みます。 

 

● 消費者団体等と連携した消費者講座を開催し、寸劇やクイズ、分かりやすいパンフレットを使

って悪質商法の手口や対応方法等についての啓発を行うとともに、県、市町の消費生活センター

の役割や業務等を周知し、消費者被害の防止に努めます。 

 

● 悪質商法等の消費者被害に遭ってしまった方に対して、県、市町に設置された消費生活センタ

ーにおいて苦情相談に応じ、今後の対応方法等の助言を行うとともに、必要に応じて斡旋を行い、

解決に向けた支援を行います。 

  

● 国や市町、警察と連携し、特に悪質な事業者については、厳しく指導し、被害の拡大・再発を

防止します。 

 

「高齢者の消費者被害防止連携強化事業」のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 
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1 県民の理解・協力の促進

2 事業者・関係団体等の理解・協力の促進

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔施策の体系〕 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 県民の理解・協力の促進 

 

 

社会保障制度を持続させ、地域包括ケアシステムの深化・推進を

進めていくためには、行政や関係機関、介護事業者に加えて、サー

ビスを受ける県民の方々、さらにはその他の民間企業・非営利法人

等の事業者、関係団体等にも、理解と協力をいただくことが必要で

す。 

このため、高齢者福祉に対する県民の正しい理解と制度の適切な

活用の促進や、地域支え合い活動等への参加を推進するとともに、

高齢者が住みやすい環境づくりに向け、事業者や関係団体等の協力

を促進します。 

 

        

(3) 防災対策 

 

 

● 避難行動時に要支援者を安全に避難所まで誘導するためには、市町が避難行動要支援者名簿を

作成するとともに、地域の特性や実情を踏まえ、関係機関と事前に協議を進め、避難行動要支援

者一人ひとりの個別支援計画を定める必要があります。 

 

● 国の「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」では、災害発生時における高

齢者や障害者等の特別な配慮が必要な避難者の受け入れ先として、要配慮者が安心して避難生活

ができる人員体制やバリアフリー設備を有した福祉避難所を市町が指定し、必要数を確保するこ

とが求められています。 

 

● 市町や住民組織により行われている見守り活動等は、災害時の個別支援にも役立つことから、

こうした取組をさらに広げていく必要があります。 

 

● 災害時においては、被災高齢者等の安全で安心な生活環境の確保及び老人福祉施設等の安定的

な運営が求められています。 

 

● 施設等においては、非常災害に備えるため、周辺の地域の環境及び入所者の特性を踏まえ、入

所者等の安全の確保のための体制及び避難の方法等を定めた具体的な計画を策定する必要があ

ります。 

 

 

 

● 避難支援者や避難経路、要配慮事項等を定めた個別支援計画の策定及び運用について、市町が

円滑に取り組むことができるよう、必要な情報提供や助言を行います。 

 

● 市町における福祉避難所の必要数の確保に向けて、人員体制や設備の状況を踏まえつつ、老人

福祉施設等を福祉避難所として指定できるよう支援します。 

 

● 災害時の個別支援にも役立つ高齢者の見守りマップや見守りキット、ＧＰＳ装置等の作成、配

付など、市町が行う取組を支援します。 

 

● 平成 25（2013）年に締結した栃木県老人福祉施設協議会、栃木県老人保健施設協会及び栃木県

認知症高齢者グループホーム協会との災害時基本協定に基づき、被災高齢者等の一時受入れや、

被災施設への生活必需品等の供給・介護職員等の派遣などについて、応援・協力体制を構築しま

す。 

 

● 施設等に対し、計画の策定や関係機関との連携、円滑な避難誘導の体制の整備等について、指

導を行って参ります。 

現状と課題 

施策の方向 


